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第 5回緩和ケア推進検討会議事次第

日 時 :平成 24年 9月 26日 (水)

16:00-18:00

場 所 :厚生労働省 18階第 22会議室

議 事 次 第

1 開 会

2 議 題

(1)中間とりまとめについて

(2)緩和ケアに関する正 しい知識の普及について

(3)専門的なケア-のアプローチについて

(4)その他
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資料 7 今後の議事の進め方 (秦)
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l資料2l

｢中間とりまとめ (莱)｣に関する主なご意見

緩和ケア全般に係る基本的認識

Or痛みは主観的なものである｡痛みの緩和には､患者や家族の辛さや苦悩に耳を傾け､痛

みの緩和に当事者が主体的にかかわることができるよう支援することが重要｡｣を追加す

べき｡

O｢患者とその家族などががんと診断された時からあらゆる苦痛に対して適切に緩和ケアを

受け､苦痛が緩和されることを目標とする｡｣を追加すべき｡

O｢緩和ケアは身体的苦痛だけでなく､精神的苦痛を含むその他の苦痛を緩和するものであ

ることを患者 ･家族､医療者が共に認識することが必要｡｣下線部を追加すべきO

緩和ケア提供体制

【基本認識】

O｢がんと診断された時からの緩和ケア推進のために､がん診療の外来において､確実に心

身の苦痛をスクリーニングし､必要時､相談支援の提供や緩和ケアの専門家へ連携する体

制の構築が必要｡｣を追加すべき｡

【求められる方策】

○緩和ケアセンターの機能として､

｢各緩和ケアセンターにおける活動内容を公開するとともに､各センターで蓄積されたノ

ウハウや経験の共有､実績報告､評価を行い､今後の施策に活かす仕組み作りが必要｣と

考える｡

○緩和ケアセンターの機能として､

｢弄り用する患者や国民に開かれた､いつでも･誰でも･どこにいても良質の支援が受けら

れる施設である｣と言うコンセプトを第一に示すべき｡

○緩和ケアセンターの人員配置について明記するべき｡また､がん看護専門看護師等を専従

させるべき｡

○緩和ケアセンターの事業開始後､の評価の方法と時期について計画が必要｡

がん痔痛など身体的苦痛の緩和

【基本認識】

○身体的苦痛のスクリーニングをした後に､どのようにして対応するかについての記載が必
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要｡

Orがんによる身体的苦痛について抵抗感なく安心して医療者に相談できるような相談支援

体制を整えることが必要｡｣と追加すべき｡

O｢医療従事者は､患者の訴えるがんの苦痛や療病に対し､真筆に受け止めることが絶対条

件である｡｣と追加すべき｡

○医療用麻薬の使用量が欧米と比べて少ないことについて､

･痛みのある患者を医療者が適切に把握し､薬剤を処方することができていない可能性

･患者の医療用麻薬使用に対する抵抗感

･必要な患者に対して医療用麻薬の使用を推奨し､納得してもらうプロセ不が取られて

いない可能性

等があり､これらに応じた対策を明記すべき｡

Or医療用麻薬の消費量は､国内においても地域によって差が大きく､居住地域によって痛

みの緩和に違いが生じている恐れがある｡(第3回検討会配付資料 ｢日本における医療用

麻薬の消費量｣によれば､全国平均値を下回る府県は22｡最多と最小では2.4倍の差)｣

を追加すべき｡

O｢患者が自分の身体に起こり得るがん性療病とその対応策について事前に十分に説明を受

け､変化や痛みを訴えやすい環境を整えることが必要｡｣

【求められる方策】

O｢疫病に関する情報が確実に診療に還元されるように､看護師 (研修を修了した看護師)

が身体的苦痛の トリアージを実施し､必要に応じて面談 (身体的苦痛の系統的なアセスメ

ントと非薬理学的緩和ケアの指導など)を行う体制を整備すること｡｣を追加すべき｡

O｢･外来診察で使用する問診票に療病の項目を設ける､カルテのバイタルサイン欄に痔痛

の痕目を設ける､など､がんと診断した時から身体的療病の評価を継続して行い､痔痛に

関する情報が確実に診療へ還元されるように､施設毎に評価された療病への対応の手順を

明確にし,主治医､緩和ケアチームの役割を定め､適切な対応ができているかを確認する

体制を確保すること｡｣下線部を追加すべき｡

O｢認定 .専門看護師を活用し､がんと診断したあとの患者との面談など､支援体制を強化

する (主治医･緩和ケアチーム･精神腫療医･心理療法士などとの連携)｣を追加すべき｡



○ト 看護師による面談を行い患者の状況を正確に把握し､医療用麻薬の使用に関する正し

い知識を啓発することができる体制を整備すること｣を追加すべき0

O｢･療病管理に課題のある患者に対する､医師､看護師､薬剤師等の専門的な知識を持っ

た医療者のチームによる支援を推奨すること｣を追加すべき｡

○薬剤師による面談は､｢医師により医療用麻薬等の鎮痛剤が処方された場合｣のみならず､

緩和ケアが必要な全てのがん患者に対して行われるべきである｡

○ト 苦痛に関する情報が診療に確実に還元される体制を施設毎に明確にするとともに､こ

の体制をより徹底し､医療従事者への患者の信頼感を高めるために､施設毎に体制を評価

し､評価結果を患者 ･家族に公表する｣を追加すべき｡

○ト 医療用麻薬の使用量を病院毎に定期的に公表する｡｣を追加すべき｡

O｢がん診療連携拠点病院以外の一般病院でも､同様の取り組みがなされるよう､都道府県

と協議して､その普及策を検討する｡｣を追加すべき｡

精神的苦痛等の緩和について

【求められる方策】

O｢がん患者が抱える苦痛の受け皿を整備するとともに､がんに関する情報提供を行うため､

相談支援センターの人員増員を図る｡｣について.

どのような情報を提供することが求められているのか明示することが必要｡また､人員の

増員を図るのはどのような人材を増員するのか明確化するほうがよいのではないだろう

か｡緩和ケアを強化するならば最も望ましいのは専門的な技能を持った看護師であると思

われる｡

O｢診断結果や病状を伝えた後のフォローアップ体制として､看護師 (研修を修了した看護

師)が必要に応じてカウンセリングを実施し､精神腫療医などの専門家への紹介を行える

連携調整を行う｡｣を追加すべき｡

o｢がん患者が抱える苦痛の轟け皿を整備するとともに､がんに関する不安などの悩みに耳

を傾け､相談や情報提供を行う-ため､相談支援センターの人員増員を図る｡｣

下線部を追加すべき｡

O｢がん診療の中で､精神心理的苦痛を持つ患者とその家族に対して専門家による診療を適

切な時期に提供できるように､各施設は､精神腫癌医などの専門家への紹介の手順を定め
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ること｡｣を追加すべき｡

o｢病状説明後､看護師 (専門 ･認定)が患者 .家族との間も 説明と相談のできる体制に

する｡｣を追加すべき｡また､セカンドオピニオンについても明記するべき｡

○医療者に対する研修について､

看護師の緩和ケアに関わる最新の知識の啓発､教育の体制の必要性について､明記すべき｡

O｢がん診療連携拠点病院以外の一般病院でも､同様の取り組みがなされるよう､都道府県

と協議して､その普及策を検討する｡｣を追加すべき｡
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緩和ケア推進検討会

γ中間とりまとめ～

(莱)修正版

平成 24年 9月26日

緩和ケア推進検討会



はじめに

平成19年4月1日に施行されたがん対策基本法の下､がん対策推進基本計

画 (以下､｢基本計画｣という)が閣議決定され､がん対策が進められてきたと

ころであるが､平成24年6月8日に閣議決定された新たな基本計画において､

重点的に取り組むべき4つの課題のひとつとして､｢がんと診断された時からの

緩和ケアの推進｣が掲げられた｡

これを受け､緩和ケア推進のため､緩和ケアの現状等をふまえ､僻ヨ敢的かつ

戦略的な具体的対策を検討するため､緩和ケア推進検討会 (以下､｢本検討会｣

という)が設置された｡

本検討会では､平成24年4月25日の第1回を皮切りに､がん診療に携わ

る全ての医療従事者に求められる緩和ケアという観点から､第2回及び第3回

においては ｢身体的苦痛の緩和｣について､第4回及び第5回においては ｢精

神的苦痛を含むその他の苦痛緩和｣について中心的に検討を行ってきた｡

今般､平成25年度概算要求等に位置づけるなど緩和ケアの推進に向けた施

策を早急に実現するため､これまでに一定の検討を行った項目のうち必要な施

策に関し､中間的なとりまとめを行った｡

緩和ケア全般に係る基本的認識

○苦痛は主観的なものであり､苦痛の緩和には､患者やその家族等の辛さや苦

悩に耳を傾け､苦痛の緩和に当事者が主体的にかかわることができるよう支

援することが重要｡

○専門的緩和ケアの充実だけでなく､がん医療に携わる全ての医療従事者に

よる基本的緩和ケアを､全てのがん患者やその家族等が受けられることが必要｡

○緩和ケアは身体的苦痛だけでなく､精神的苦痛を含むその他の苦痛を緩和す

るものであることを患者 ･家族､医療従事者がともに認識することが必要｡

○緩和ケアは､がんと診断された時からがんの治療と並行して､患者とその家

族等が切れ目なく受けられることが必要｡

○医療従事者だけでなく､がん患者やその家族､さらには国民に対し､がんに

よる痛みはコントロール可能であることをはじめとする､緩和ケアの考え方

を普及させることが重要｡

○緩和ケアにおける対策について目標を定め､それぞれの進捗を評価するため

の体制を整備する必要がある｡

緩和ケア提供体制

【基本認識】

○がん診療連携拠点病院に設置されている｢緩和ケアチーム｣､｢緩和ケア外来｣､
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r相談支援センター｣は､各々の機能をさらに強化し､相互の連携を強化す

ることが必要｡

○地域において必要な時に､確実に､緊急時にも対応可能な､緩和ケアを受け

ることのできる体制を構築することが必要｡

【求められる方策】

○全てのがん患者やその家族等に対して､より迅速かつ適切な緩和.ケアを切れ

目なく提供するために､都道府県がん診療連携拠点病院等において､これま

での緩和ケア体制をさらに強化した ｢緩和ケアセンター｣を整備する｡

O｢緩和ケアセンター｣は､これまでの ｢緩和ケアチーム｣や ｢緩和ケア外来｣

の運営機能に加えて､

･地域で緊急に生じた緩和ケアのニーズに確実に対応する機能

･地域の他の医療機関等との連携調整機能 l

･がん患者やその家族に対する相談支援機能

･緩和ケア関連研修会の管理運営機能

･緩和ケア診療情報の集約 暮分析機能

等を有するものとし､各機能が相互に連携体制を構築するものとする｡

○緩和ケアセンターの運用が開始された後には､各センターにて得られたデ-

タの共有や､実績報告､評価等を行い､今後の施策に活用するための枠組み

を検討する｡

○がん診療連携拠点病院については､相談支援室の人員強化を図るとともに､

都道府県拠点病院等における ｢緩和ケアセンター｣の進捗を踏まえつつ､｢緩

和ケアセンター｣の効果的な普及方策を検討する｡

がん療病など身体的苦痛の緩和

【基本認識】

○日本の医療用麻薬消費量は増加傾向にあるが､欧米先進諸国と比較すると依

然として少なく､がん性療病に苦しむがん患者の除痛がまだ充分に行われて

いないと推測される｡

○がん患者が､自身に起こり得る様々な苦痛とその対応策について事前に十分

な説明を受けることで､苦痛やその変化を訴えやすい環境を整えるとともに､

苦痛を残した状態でがん治療を行うことがいかにへ間の身体にとって悪影響

を及ぼすかということや､この悪影響が鎮痛薬等を使うことの副作用等と比

較して遥かに大きいということ等､苦痛を緩和することの意味について､が

ん患者やその家族等への十分な説明がなされることが必要｡

○がんによる身体的苦痛を取り除く為には､診断時から身体症状のスクリー二
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ングを徹底して行うことが必要｡さらに､診断時からの身体的苦痛に関する

モニタリングを通じて､身体的苦痛の管理の質の向上を図ることが重要｡

○がん痔痛などの身体的苦痛を可能な限り取り除くため､以下の方策を実施す

る｡

【求められる方策】

○がん診療連携拠点病院において､以下の取り組みを推進する｡

･外来診察で使用する問診票に身体症状 (痔痛等)の項目を設ける､カルテの

バイタルサイン欄に痔痛の項目を設ける､看護師等による面談を活用する等､

がんと診断した時から苦痛の評価を継続して行う体制を整備すること｡

･緩和を要する苦痛に関する情報が確実に診療-つながり､患者へ還元される

よう､施設ごとに評価された苦痛への対応め手順を明確にし､主治医や緩和

ケアチーム等の役割を定め､適切な対応が行われているかを評価し公表する

体制を整備すること｡

･医師より医療用麻薬等の鎮痛薬が処方された場合には､必要に応じて薬剤師

による面談 (薬効や服用法に関する説明等)を行う体制を整備すること｡

･難治性療病等を抱えたが4J患者に対して､適切な診療を提供するために､緩

和ケアチ-ム等の専門家へ紹介する手順等を明確にすることO

精神心理的苦痛等の緩和について

【基本認識】

○精神心理的苦痛等については､その評価手法に関する研究を推進し､個々の

患者の精神心理的苦痛等の程度を可視化し､苦痛緩和に関する取り組みを進

めることが重要｡

○がんの診断時に､全ての患者に対し､今後行われる予定のがん治療の内容の

ほか､精神心理的苦痛を含めた起こりうる苦痛とそれらに対する相談支援等

のサポー ト等についてわかりやすい情報提供がなされることが必要｡医師に

よる説明には､看護師等の他職種も同席し､必要に応じて相談 ･支援等を行

い､補助的な説明や理解度に対する確認､精神心理面へのケアを行うことが

重要｡

○精神心理的苦痛のスクリーニングやフォローアップにおいて､看護師や薬剤

師､臨床心理士等の役割が重要であり､がん診療に携わる医療従事者内で患

者の精神心理的苦痛についての情報を共有し､患者の精神心理的苦痛の軽減

を図ることが必要｡

○がん診療に携わる医療従事者が､日常診療の中で患者の精神心理的苦痛の存

在に十分注意するとともに､常に患者やその家族等が相談しやすい環境を確 一

-3-



保することが必要o

O精神心理的苦痛を可能な限り取り除くため､以下の方策を実施する0

【求められる方策】

○精神心理的苦痛等に対する緩和ケアの提供等を充実させるために､がん診療

に携わる看護師に対する研修を行う｡

○精神心理的苦痛等に対する緩和ケアを充実させるために､診療報酬の改定等

に関する検討も含め､看護師による継続した相談 ･支援を行う体制を整備す

る｡

○がん診療連携拠点病院において､以下の取り組みを推進する｡

･診断結果や病状を伝える際には､医師の他に看護師等の他の職種が同席する

体制や､説明後に看護師等と患者･家族との問で追加説明や相談を行う事の

できる体制を整備するなど､患者とその家族等の心情に対して十分に配慮し

た体制を整備すること｡また､適切な対応が行われているかを評価し公表す

る体制を整備すること｡

･がん診療において､精神心理的苦痛を持つ患者とその家族等に対して､専門

的な診療を適切な時期に提供できるように､看護師や精神腫癌医等の専門家

へ紹介する手順等を明確にすること｡

･がん患者とその家族等が抱える苦痛の受け皿を整備するとともに､がんに関

する不安などの悩みに耳を傾け､相談や情報提供を行うため､相談支援セン

ターにおいて､専門的な知識を有した看護師等の人員増員を図る｡

おわりに

本とりまとめに沿って､｢求められる方策｣を実現させることにより､がんと

診断された時から切れ目の無い緩和ケアの提供体制を構築することが重要であ

る｡また､本検討会では､緩和ケアの推進に向け残された課題について引き続

き検討を行い､本検討会終了時には総合的なとりまとめを行い､具体的施策に

反映させることとする｡

-4-
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・がん患者とその家族等が抱える苦痛

の受け皿存整備すると共にiがんに関 |

する不安などめ悩みに耳″傾けご相談

・ 医師により医療用麻薬等の値痛薬

が処方された場合に1ま 、必要に応して

薬剤師による面談 (薬効や服用法に

(拠点結院での取りfllみ )

・がん診療において、精神心理的苦病を持つ患者とその家族等に対して、専門的な診離

・今でのがん東者やその家族に対して、より迅速かつ適切な緩和ケアを切れ目なく提供するために、都道府県がん診癖撞

横拠点病li等 において、これまでの緩和ケア体制をさらに強化した「緩禾ロケアセンター 眸整備する^

・「鮮和ケアセンター ‖よ、これまでの「緩和ケアチーム |や「緩和ケア外来 |の 運営榊 ‖こ加テて、

・地域で緊急に生じた緩和ケアのニーズに確実に対応する機能  ・緩和ケア関連研修会の管理運営機能
・地域の他の医療機関等との連携調整機能
・がん患者やその家族に対する相談支援機能

・緩和ケア診療情報の集約・分析機能

等存有するものとし、各機能が相互に連携体制を構築するものとする_

．いミづ′

８
菅

１
０
１

入院中も含む



緩和ケアセンタニの概要

【背景】

がん対策推進基本計画においてt緩和ケアについては「診断時からの緩和ケアの推進」が重点課題に掲げられている。現在、がん診療連携拠点病院(全国397

カ所)を中心に緩和ケアテームや緩和ケ7外来が―定数整備された一方、専門的緩千ロケアにたどり着けない、施設間の質の格差等の指摘があり、拠点病院で提供

される緩和ケアの体制強化と質の向上が求められている。今なおがん性疼痛をはじめとする苦痛を抱えた患者に対してより迅速かう適切な緩和ケアを提供するた

め、各都嶺府県拠点病院等において「ヽ緩和ケアセンターJを整備する。

緩和ケアセンターにおいては、緩和ケアチニムや緩和ケ7外来の運営をはじめ、重度のがん性疼痛が発症した場合に緊急入院による徹底した緩和治療が彙施

できる体制整備の他、都道府県内の拠点病院をはじめ、在宅医療機関やホスピス・緩和ケア施設等と地域性に配慮した強固な緩和ケア診療体制を構築する。

１
０
‥

(課題)

・がん性落痛や症状増悪時等に対応
できる体制整備

・緩和ケア外来における質の向上 等

(課題)

・緩和ケアチームの活性化
・がん治療と並行した質の高い緩和医
の提供

‐
等

地域緩和医療連携
拠点機能の強化

①医療日内の在宅医療機関

「尊胤輔臨踊
7黒 隻

緩和ケア診療体制の

L9男療覇黒粍葛品轟彗
和

'(緩和ケア病床数の把握等)

③緩和ケア関連研修会
の管理運営     等

各拠点病院に緩和ケアセンターを整備し、
地域及び施設内の緩和ケア診療体制を構築する。

①緩和ケアチームや緩和ケア外来の運営
②緊急時め徹底した緩和医療の実施体制の整備
③在宅医療機関やホスピス等との

緩和ケア診療体制の構築
④緩和ケアの患者相談窓ロ
⑤緩和ケア関連研修会の管理運営
⑥緩和ケア診療情報の集約・分析    等

緩和ケアチームを軸 とした

多職種による人員の適正配置

・身体症状担当医師    ・緩和薬物療法認定薬剤師
・精神症状担当医師     ・医療ソーシャルワーカー
・口腔ケア担当歯科医師   ・臨床心理士
:がん看護専門看獲師   ・栄養士
・経和ケア関連認定看護師  ・歯科衛生士    等

緊急緩和ケア病床
(病棟)の確保

①症状増悪等の急変時
対応のための体制整備

②難治性症状への対応

島

３

管
理
・運
営
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緩和ケアに関する正 しい知識の普及についての主なご意見

･崖和ケアに関する正しい知識の普及のために､WHOによる緩和ケアの定義における､定義

の変更や説明文の付加についての議論を本検討会にて行うかどうかについて､事前にアンケ

- トを行い､以下のご意見をいただいた｡

○ 定義はW仰のものをそのまま使用することとするが､国民に対してわかりやすく緩和ケ

アを説明し､理解していただくために以下のような文言をキャッチコピーのように使用し､

あらゆる場面で使用することを提案する｡

(緩和ケア)

｢愛と思いやりを持ってつらさを和らげ､あなたがあなたらしく生活する事を支えます｡｣

○ 患者･家族､医療者が共通した認識を持つために､説明文書等の作成は有効だと考えるB

患者 ･家族が理解し､心に届くためには平易な言葉であることが必要｡説明文書の使い方

と普及の方法を明確にすることも同時に必要｡文言だけでなく､実効性のある使い方と普

及の方法を検討することが必須であり重要｡

(緩和ケア)

｢あらゆるつらさを取ってもらうためのケア｡がんと診断された時から始まって､治療を

受けている間もそうでない時にも､体だけでなく気持ちや生活のことなどさまざまつらさ

を出来る限り軽くしていくためのケア｡身近な主治医や看護師から､また必要に応じては

薬剤師､ソーシャルワーカー､心理職､専門医などからもケアを受けることができる｡患

者はもちろん､家族も対象となる｡｣

O WHOの緩和ケアの定義について､説明文の追加等の議論は､本検討会では行うべきでな

い｡WHOの定義は全世界共通のものなので､これに説明書が必要かどうかを検討すること

自体が本検討会の目的から外れる｡また､定義に関する説明文よりも､どのように正しい

知識を啓蒙/アナウンスしていくかが重要である｡

○ 言葉の定義に関する議論は現時点では不要｡

○ 各構成員から意見をだすと､細かい言い回し等について検討が必要になり､まとまりが

つかなくなる可能性が有り､本検討会事務局で､｢説明のたたき台｣を作成していただく

のがよいと考える｡

○ 作業は行うべきである｡ただし､まず検討会で協議し意見を統一してから行う｡

など｡



【ご意見の■まとめ】

○ 定等自体の変更は現実的ではない｡

○ 定義に対して説明文を付加することを検討してはとのご意見がある｡またこれに加えて

｢正しい知識をどのように普及させるか｣についての具体案を議論するべき｡

【対応案】

O ｢緩和ケアに関する正しい知識をどのように普及させるか｣を重要課題であると認識し､

後の検討会において議論の場を設け､具体的施策について検計してはどうか｡

※ 【参考】WHOによる緩和ケアの定義

緩和ケアとは､｢生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して､

痛みやその他の身体的問題､心理社会的問題､スピリチュアルな問題を早期に発見し､的

確なアセスメントと対処を行うことによって､苦しみを予防し､和らげることで､QOL

を改善するアプローチである｣とされている｡



i⊥ チ に お ける 問 題 点

課題 .専門的なケアの質の向上
･専門的なケアへのアクセス

連携の問題 ･切れ目のない連携体制を構築するために必要な施策について

地域の医療機関(診療所等)
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専門的なケア-のアプローチ (各職種の適正配置)に関する

構成員の意見のとりまとめ (H24.9･.26)

r緩和ケアチームや緩和ケア外来における各職種の適正配置｣について

○緩和ケアチームでの適正配置

･専任MSW､､専任臨床心理士､精神症状担当専任医師､専任薬剤師､専任リハビリ

テーション医､専従PT､専任がん専門看護師､専任緩和認定看護師､専任栄養士が

必要.

･拠点病院では医師､看護師､薬剤師､事務員には必ず緩和チームに参加する期間を設

ける｡

･各職種､常勤を基本とする.

･特に臨床心理士に診療報酬上の加算を付ける｡

など｡

○緩和ケア外来での適正配置

･緩和ケアチームがそのまま外来業務に携わる｡

･心理士､MSW､リハビリテーション医､PTを兼任として配置B

･緩和薬物療法認定薬剤師が必要O

･拠点病院では医師､看護師､薬剤師､事務員には必ず緩和チームに参加する期間を設

ける｡

･各職種､常勤を基本とする｡

などD

Oその他のご意見

･外来での緩和ケアを標模できるようにする｡

･緩和ケアチーム専任の臨床心理士とMSWを必須化する｡

･緩和ケア診療加算､外来緩和ケア管理料における配置に関する算定条件を改定する｡

･緩和ケアチームが形だけのところも多く､査察が必要｡質的担保が困難な場合には

拠点病院の指定から外されるべき｡

･大学や専門学校などで緩和ケアに重点を置いた教育体制をつくり､人材不足を解消

する｡

など｡



[亘亘亘コ

今後の議事の進め方 (莱)

第 5-7回

○緩和ケアチーム (より専門的なケア)へのアプローチ

各職種の適正配置

●~緩和ケアチーム

● 緩和ケア外来

● 緩和ケア病棟

● 在宅療養

第6-8回

○緩和ケアチーム (より専門的なケア)へのアプローチ

緩和ケアへのアクセスの改善

● 緩和ケアチームや緩和ケア外来へのアクセスの改善

患者と家族の意向に応じた切れ目のない連携体制

● _入院医療機関における各職種 ･チームの連携体制

● 入院医療機関と診療所や保険薬局等との連携体制

第7回～9回

○緩和ケアに関する教育体制

緩和ケア教育が必要な職種

それぞれの職種に対する研修の内容

がん診療に携わる全ての医療従事者が基本的な緩和ケアに関する研修を修了する

ための施策

特に心のケアを専門的に行う医療従事者の育成

指導者の質を維持向上させるための施策

大学等の教育機関における教育プログラム

第8回-10回

○これまでの議論に追加して検討すべき施策について

O｢緩和ケアに関する正しい知識の普及｣について



緩和ケアチ｢ムにおけるMSWの

医療法人 東札幌病院

-MSW課 医療ソーシャルワーカー

社会福祉士･認定医療社会福祉士

田村里子



*医療ソーシャルワーカー(MSW)の業務指針 (抜粋)
厚生 労 他 省 保 ♯ 局 平成 14年

□ 趣旨

･ 日･病院等の保健医療の場において､社会福祉の立場から患者のかかえる
経済的､心理的･社会的問題の解決､調整を援助し､社会復帰の促進を図る
医療ソーシャルワーカーの果たす役割日･､

･ 医療ソーシャルワーカーが社会福祉学を基にした専門性を十分発揮し業務
を適正に行うことができるよう､関係者の理解の促進に資することを目的とす
るもの

ロ 業務の範囲

(1)療養中の心理的･社会的問題の解決､調整援助
(受診や入院､在宅医療に伴う不安 ･社会資源の活用･家族)

(2)退院援助 (退院に伴う不安･在宅サービス･介護保険.地域連携)

(3)社会復帰援助 (就労支援･職場･学校など)

(4)受診･受療援助 (入院通院に伴う不安･医療資源との関係形成･情報提供)

(5)経済的問題の解決､調整援助(高額療養費･傷病手当金

(6)地域活動 (ネットワーク･ボランティアコーディネーション･当事者との協働)

L一



行動日横

ソーシャルワーカーは､緩和ケアチームにおいて緩和ケアの全人的苦痛に関し､

心理社会的苦悩について相談支援を柱に緩和を図ることを目標とする｡

･緩和ケアチーム介入の前の接点
(院内MSW､がん相秩支捷センター)

ギアチェンジ

経済的問題

家族の葛藤

本人の不安.気持ちの折り合い

就労問題

教育問題

主科と緩和ケアチームへ繋ぐ

･緩和ケチーム介入 (入院中 退院時､臨死期)
ギアチェンジ

経済的問題

家族の葛藤

本人の不安や気持ちの折り合い

就労問題

教育問題

外出･外泊

療養場の選択

関係機関との連携

介護の問題

単身者への関わり

未完の仕事(遺言･献体･臓器提供･財産分与

公証人役場ほか)

葬儀･お墓･お骨.

日本緩和医療学会｢緩和ケアチーム活動の手引き｣改訂ワーキンググループにMSW部会より提出したものより抜粋

-I:



*相談支援のプロセスが、「支援」

資
源
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト

＆
マ
ッ
チ
ン
グ

情報提供

(+情緒的サポート)

内容,量,伝え方への配慮

く、L  専門家・機関に繋ぐ

(トリアージ機能 )

コンサルテーションの基準
繋ぎ方への配慮

1的確な対象者理解

聴き→相談者自身に繋ぎ

→リアルニーズの共有

対象者理解のために,理解を深めるために

*基礎知識 (腫瘍学,精神腫瘍学 etc)

■スキル (コミゴニケ→ ヨン,カウンセリングetc)

一

相談 (プロセス)そのものが『支援』

福地智巴2012
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日本#和医療学会 平成22年度桂和ケアチーム登韓轄果報告

*緩和ケアチーム登録施設 登録数371施設の内訳
■2011年4月1日現在の指定数 ｣登録数

国指定都道府県がん診療連携拠点病院の指定

国指定地域がん診療連携拠点病院の指定

都道府県独自の指定を受けている

特に指定を受けていない

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2011年4月1日時点のr国指定都道府県がん診療連携拠点病院Jの数は51施設(がん研究センター中央病院､国立がん研究センター東病院の2施設を含めると53施設)

今回登録数(371)+今回登録のなかった国指定がん診療連携拠点病院数(153)=524またはそれ以上のチームが存在すると推測され､今回はその約7割のチームが登録

*緩和ケアチームのある医療機関の病床数

1001床以上
751-1000床
sol-750床
251.-500床

o～250床
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

チームのある施設の病床数は250-750床の範囲に77%が集まっていたO

*医療機関の医療ソーシャルワーカー配置状況 (日本医療社会福祉協会現況調査日22)

病床数あたりの､MSWの配置は､100床あたり1人程度｡

もとより不十分な配置の状況の中､がん拠点となったことで緩和ケアチームの業務が

更に兼務となったMSWが多い｡87.8%(日本医療社会福祉協会現況調査日21)
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日本緩和医療学会 平成22年度緩和ケアチーム登録結果報告

*MSWの専従､専任､兼任のいずれかがいる施設(がん診療連携拠点病院の指定別)

*専従または専任のMSWが いる施設･いない施設

L空調

がん拠点となったことで緩和ケアチームに加わったが､チームの活動時間の確保が困難｡
せめて緩和チームカンプアランスに参加出来れば､MSWの視点から発言し検討に加われ

るが､それも他の業務と重なり実現困難｡MSWが専従配置されれば､早期から｢緩和ケア

チーム｣の活動に心理社会的支援と福祉的親点からの具体的な支援を付加できる｡

(地域中核病院のMSW)



日本緩和医療学会 平成22年度緩和ケアチーム登録結果報告

*入院がん患者緩和ケアチーム利用率

簾和ケアチーム年間依頼件数/年間がん患者退院数 (∩≡ 215)

都道府県がん診療連携拠点病院 地域がん診療連携拠点病院 都道府県独自の指定 指定なし 1001床以上 501-ー000床 0-500床 全体

年間がん患者退院数と年間依頼件数の記載のあった215施設において､緩和ケアサービ
ス利用率(がん患者のうち緩和ケアチームが診療を行った割合)は4.17%であった｡

i ■ -
主科での対応が困難になってから緩和ケアチームに依頼が出るが､もっと早くチームが介

入すればと介入のタイミングが遅くて悔やまれるケースも多い｡

病棟の看護師､患者さんやご家族からチームへ依頼があるケースはまれで､主治医が緩

和ケアチームを活用しようという考えをもっているか否かによって､緩和ケアチームへの依頬
が決められているのが現状｡

MSWが専従配置になると､｢人と社会資源をつなぐ｣というMSWの役割･機能から､｢緩和ケ

アチ｢ム｣という重要な院内の社会資源を､院内外にもっと広めることに貢献できる｡
(大学病院MSW)
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日本鐘和医療学会 平成22年度簸和ケアチーム登録結果報告

*緩和ケアチームへの適塾瞳の依撮内容

地域との連携･退院支援

精神症状

がん療病

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

がん療病の依頬が最も多く68.5% 精神症状32.7% 地域連携･退院支援は3.4%であった｡

甘

緩和ケアチームへの依頼は､身体的な症状や辛さ､精神的な症状や辛さに偏っている｡
不安もう｢不安｣は心理的反応う心理士へ介入依頼となり､改善できない場合,遅れてSWに依

頼が事が多い｡関わると､不安の理由はがんという病気のことに留まらず､がんになり患者さ
ん自身と社会的関係(人､家族､仕事､お金､介護等)で行き詰まり感や今後の生活の不安が
ある｡具体的な資源活用などのMSW介入による改善も多い｡MSWが専従になり早期に社会

的に介入することで､患者さん家族の療養生活の不安を軽減し､心のケアや安定した療養に
つながる｡(地域拠点病院msw)

次の療養場探しや退院支援の､MSWへの依頼時期がいつも遅れる｡予後が迫ってからで

は､患者家族の見捨てられ感は更に強烈となる｡MSWが専従になれば､チーム初診時から

患者･家族と一緒に､療兼場のことを考えられる｡ (がんセンタImSW)



*緩和ケアの療養の経過に添ったMSWの相談支援 東札峡病暁M,W課 2｡｡,

IPrima 4 J;上 の 5< ･ に ニ-ズ

医療者との関係形成ニーズが77%､経済的相談ニ-ズ(療養環境の基盤作り)

制度活用(高額療養費.身体障害者手帳)

在宅支援 (症状が落ち着いているこの時期に在宅療養の希望)

■Earry#(2-3ケ月) ギアチェンジへのサポートニーズ

転院相放ニーズ(他院からの緩和ケア目的での転院相談)は､この時期に集中

受診受虎援助ニーズが､通院から入院のタイミングの検討､セカンドオピニオン)

者･家族一医療者間の関係形成がニー ズギアチェンジへの情報のサポート他､

患者本人一家族間の橋渡しニーズ 今後の療養スタイルの明確化 に向けた話し合い

『Late期(1ケ月) スピリチュアルニーズと関係形成ニーズ

スピリチュアルケアやライフレビューのニーズは､この時期が最多7割

本人･家族一医療者同の関係形成ニ-ズ

本人一家族間の橋渡し､家族間の楕漉し､感情表出のニーズ

JhTlminentry期(1-2遺間)予期悲嘆と看取り相故二-ズ

予期悲嘆へのサポート､看取りに関する相敬が最多 (葬儀･お墓)

患者･家族一医療者間の関係形成ニーズ

患者本人と家族間の葛藤撞和.橋渡しニーズ､家族間の葛藤緩和.頼漉しニーズが
死直前のこの時期に集中

==⇒ 捷和ケアの療養の経過にそった 継続的な支援が必要
分類はSbj血E耶Ba&JorHavardLoge:Qualityofufoinpall肋 care:PHncbLeS endpractice.PalriativeMedicine2003;17:11120番照
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*緩和ケアチーム-MSWが専従で配置されることの効果の予測

･緩和ケアチームは身体症状及び精神症状の緩和を提供するが､さらに､患者や家族が
『がんとともに生きる』ことの支援には､｢生活｣に主軸をおいた介入も必要となる｡

それを専門とするMSWが緩和ケアチームに専従配置されることの効果は､

･緩和ケアチームの活動への､心理社会的支援･社会福祉的視点と介入の充実

･患者と家族の心理社会的ニーズの早期アセスメントと早期直接介入･支援

･療養場の選択･地域連携において､早期からチームと密に組み､機会を逸することなく

患者と家族の主体的で現実的な養場の選択･検討を支援

･がん相談支援センターと緩和ケアチームとの橋渡し､連携の円滑化

･主科の担当医や病棟看護師と緩和ケアチームとのリエゾンの強化

･｢緩和ケアチーム｣という地域資源の有効活用へ向けて､利用者である患者と家族の

活用を促し､地域の医療福祉機関など､院内外への啓蒙促進

･がんの療養の経過にそった治療方針への自己決定､経済的な問題､療養先の検討と調

整などは患者･家族にとって不可欠な課題である｡MSWが相談支援を柱に､チームの対
象者理解に貢献し､患者.家族の個別性に即したチームケアの実現へ

1}
緩和ケアチームのケアカの強化と､患者と家族の支援に貢献
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